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外国人雇用の課題と対策

● 多言語辞書の作成・周知展開

事業主向け支援

企業向けセミナー・面接会等の実施

 ● 雇用管理面・職業生活面での相談・支援

 ● 在留資格変更等に関する相談・支援 等

外国人雇用管理アドバイザーによる支援

外国人向け支援

 ● 通訳員、専門相談員等による職業相談

 ● 地方自治体と連携した取り組み

 ● 職場におけるコミュニケーション能力の向上・見

える化、雇用慣行習得等の研修を実施 等

定住外国人等支援
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＜ハローワークの多言語相談体制の整備＞
・通訳員の配置による円滑な職業相談
・全国全てのハローワークから利用可能な、

電話による通訳支援（13か国語対応）
・求人票の自動英語翻訳の提供

 ● 全国ネットワークによるマッチング支援

 ● モデルカリキュラムによるセミナー等の実施

 ● 大学とハローワークの連携協定、インターン

シップ 等

高度外国人材・留学生等支援

 ● 採用や雇用管理改善等に関する相談・支援

 ● 外国人雇用管理指針の周知

 ● 多言語化等の就労環境整備に対する助成措置 

●人事・労務に役立つ３つの支援ツールの周知 等

事業所への支援・相談対応

都道府県労働局

● 外国人雇用サービスセンター

高度外国人材に対する就職支援
(東京、愛知、大阪、福岡の4拠点)

● 留学生コーナー（新卒応援HW等）

留学生等に対する就職支援(56拠点)

● 外国人雇用サービスコーナー

定住外国人等の就職支援(139拠点)

・ 外国人雇用対策担当官

・ 外国人雇用管理アドバイザー

ハローワーク（全国544拠点）

・ 外国人労働者専門官

・ 通訳員

・ 外国人雇用管理アドバイザー 等

●届出義務の適正な履行に向け、周知・啓発を実施

※事業主に外国人の雇入れ・離職の際の届出を義務づけ、

把握した情報を事業所訪問等に活用している。

外国人雇用状況届出の周知・啓発

○ 外国人労働者数・外国人雇用事業所数は過去最多を記録し続けているが（※）、外国人労働者は、日本の雇用慣行等に関する
知識の不足や、言語や文化等の相違を踏まえた雇用管理の必要性等から、法令違反や労働条件等のトラブル等が生じやすい。

○ 深刻な人手不足の状況を踏まえ、平成31年４月から新たな在留資格「特定技能」が創設され、今後も外国人労働者の増加
が見込まれる。

外国人が我が国で安心して就労・定着できるよう、特定技能外国人を含む外国人労働者の適正な雇用管理を確保するため
の事業主向け支援や、在留資格の特性等に着目した外国人向け支援の実施が求められている。

＜外国人雇用管理指針の整備＞

・労働関係法令等の遵守、労働条件等の外国人が
理解できる方法での説明

・人事管理に関する運用の透明性・公正性の確保
・社会保険への加入・周知 等

※指針を改正、平成31年４月から施行。

※ 外国人労働者数は約230万人、外国人雇用事業所数は約34万所（令和6年10月末現在。厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」）

 ● 外国人労働者が離転職した際の職業相談を全国の

ハローワークにて実施。

共通的な就職支援

 ● 外国人が就労できる分野・業務、技能水準、 日

本語能力等を十分に把握した上で、職業相談を実

施。

特定技能外国人支援

マッチング
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外国人を雇用する事業主への

支援策等
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１．外国人雇用状況の届出 【法に基づく義務】 （事業主）

（根拠規定）

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関
する法律（昭和41年法律第132号）第28条

２．外国人労働者の雇用管理の改善、再就職の援助に関し必要な措置 （事業主）

【法に基づく努力義務】

（根拠規定）

同法第７条

３．外国人雇用管理指針の策定と公表 （厚労大臣）

（根拠規定）

同法第８条

事業主に求められる対応
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百
三十二号）抜粋

（外国人雇用状況の届出等）

第二十八条（抄）

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定
めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該
事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。（平成19年10月１日施行）

※届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となる。

届出制度の概要

外国人雇用状況の届出制度

●届出の対象となる外国人の範囲

日本の国籍を有しない者で、特別永住者及び在留資格「外交」「公用」以外の者

●届出事項

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域

⑦資格外活動許可の有無 ⑧在留カード番号（※）、⑨雇入れ又は離職年月日

⑩雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地など

○ 届出に基づき、雇用管理の改善に向けた事業主への助言や指導、離職した外国人への再就職を支援

○ 毎年10月末時点の「外国人雇用状況の届出状況」を集計して公表

届出情報の活用

（※）令和２年３月１日から在留カード番号を届出事項に追加
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外国人雇用管理アドバイザーによる事業主支援について

都道府県労働局等に「外国人雇用管理アドバイザー」※を配置し、外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の

問題など、外国人を雇用する事業主からの様々な相談に対して、事業所の実態に応じた専門的な指導・援助を行う。

概要

※ 社会保険労務士や中小企業診断士など、外国人労働者の雇用管理の改善に関して深い知識と経験を有する者へ委囑。

最寄りのハローワークを通じて、外国人雇用管理アドバイザーへの相談申込みが可能（相談費用無料）。

訪問日程を調整の上、外国人雇用管理アドバイザーを事業主の元へ派遣し、相談に対応。

利用方法

※ このほか、窓口において外国人雇用管理アドバイザーによる相談を実施しているハローワークもある。

相談事例

○ 外国人労働者を雇用するにあたり、どのような点を考慮したらよいか

○ 日本語の不慣れな外国人労働者への職場教育はどうしたらいいか

○ 労働契約、職務配置、福利厚生、退職・解雇時の注意点 等

［雇用管理面での相談］

○ 生活習慣・宗教観への理解とコミュニケーションをどう図ればいいか 等

［職業生活面での相談］ 外国人雇用
事業主

ハローワーク

（労働局）

雇用管理
アドバイザー

連絡調整
訪問等による

指導・援助

相談申込み

パワポマン（withビジネス鞄）

5

http://1.bp.blogspot.com/-YRqjIp92nYg/VWqozK-74wI/AAAAAAAAAEE/Cc8Mzkxu3bI/s1600/MC900434888.png


令和７年度 対面講習開催地

北海道、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、

東京、神奈川、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、

京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡、熊本

外国人労働者雇用労務責任者講習モデル事業

目的

受講対象者

講習内容

◆ 外国人労働者雇用労務責任者として選任されている（選任予定含む）者

◆ 外国人労働者を雇用する事業所（雇用を予定している事業所含む）の事業主・人事労務担当者

（※外国人雇用管理指針では、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、雇用労務責任者を選任することとしているが、

雇用している外国人労働者が常時10人未満の事業所も対象とする）

労働力人口が減少傾向にあり、外国人労働者や外国人雇用事業所が増加傾向にある中、外国人労働者を採用し、

職場・地域への定着を図るためには、外国人特有の事情にも配慮し、適正な雇用労務管理を行うことが重要。

そのため、外国人労働者がその能力を十分に発揮し活躍できる就労環境整備に取り組むために必要となる外国人

雇用に関するルール・制度のほか、言語・文化の違いや必要な配慮などを内容とする講習をモデル的に実施。

計200分

開催地域・予定

22都道府県（右図黄色箇所）において対面形式で、

上記含む全47都道府県において令和７年４月より、

オンライン形式で開催。

➢ 講義１ はじめに【20分】

（適正な外国人労働者雇用労務管理の必要性）
①外国人労働者の雇用状況

②外国人労働者雇用労務管理のポイント

➢ 講義２ 外国人雇用のルール【60分】

（在留管理制度の知識・手続と外国人雇用状況届出）
①入管法令、在留管理制度の知識・手続

②外国人雇用状況届出

③在留資格の代表例、資格外活動許可の概要

➢ 講義３ 外国人労働者の雇用労務管理【50分】

（労働関係法令・社会保険関係法令等の知識と対応）
①労働関係法令上の留意点と外国人特有の事業に配慮した対応

②社会保険関係法令上の留意点と外国人特有の事情に配慮した対応

➢ 講義４ 異文化理解とコミュニケーション配慮【60分】

①職場でのミスコミュニケーション事例

②異文化理解とコミュニケーション配慮のポイント

③働きやすい職場環境作りに向けて

➢ 振り返り【5分】
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３  実施主体等

２  事業の概要・スキーム

１  事業の目的

人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース）

○ 外国人は、日本の労働法制･雇用慣行等に関する知識の不足、言語・コミュニケーションの方法や慣習の相違等から、労働条件・解雇

等に関するトラブル等が生じやすい。

⇒ このため、外国人が自らの労働条件等を十分に理解し、適正な待遇の下で安心･納得して就労を継続し、その能力を発揮することがで

きるよう、外国人特有の事情に配慮した事業主の雇用管理改善の取組みに対する助成を通じて、外国人労働者の職場定着の促進等を図る。

① 計画書提出
※ 計画開始日の

1か月前の日の
前日まで

② 対象となる
措置の導入

③ 対象となる
措置の実施

※ 計画どおりに
  実施

④ 支給申請
⑤ 目標達成

⇒ 助成金支給6ヶ月後

【 計画期間 3か月～12か月 】

【助 成 額】 1制度導入につき20万円（上限80万円）

＜目 標＞ 計画期間の終了から6ヶ月経過するまでの期間の外国人労働者（雇用保険一般被保険者）の離職率が原則15％以下であること。
    ただし、外国人労働者数が２人以上10人以下の事業所は、6ヶ月経過するまでの期間の外国人離職者が１人の場合は支給可。

※支給対象経費等：通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士・社労士などへの委託料、社内標識類の設置・改修費 等

（経過措置）支給対象経費の1/2 上限額57万円（令和4年度計画認定分：生産性要件を満たした場合は2/3 上限額72万円）
 （令和5年度計画認定分以降：賃上げ要件を満たした場合は2/3 上限額72万円）

【実施主体】  国（都道府県労働局）

【実績(計画認定数)】 令和５年度： ７件、令和６年度： ６件

【対象となる措置】
・必須メニュー： ■事業所ごとに雇用労務責任者を選任 ■就業規則等の多言語化を実施

・選択メニュー： 次の①～③のいずれかを実施 ①苦情・相談体制の整備 ②一時帰国のための休暇制度の整備 ③社内マニュアル・標識類等の多言語化
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最近の動き
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外国人材の受入れ･共生のための総合的対応策（令和7年度改訂）

○外国人が抱える問題に寄り添った相談体制の強化

・ＦＲＥＳＣ/フレスクにおける効果的・効率的な外国人の受入れ環境整備のための支援、外国人支援を行う地域の関係機関による合同

 相談会の実施等《37》

・電話通訳の利用促進、医療通訳者・外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置支援等、外国人患者が安心して受診できる環境の

整備《39~42》

○特定技能外国人のマッチング支援策等

・分野別協議会等を通じた情報提供及び外国人材の就労環境整備《127》

○育成就労制度及び特定技能制度の円滑な運用に向けた取組等

・育成就労制度の創設等に伴う日本語能力をも向上させる仕組みを含む外国人材の受入れ環境の整備《131》

外国人材の円滑かつ適正な受入れ

○外国人の生活状況に係る実態把握のための政府統計の充実等

・外国人労働者の労働条件等の雇用管理、労働移動等の実態把握のための統計調査の実施《161》

○共生社会の基盤整備のための情報収集強化及び関係機関間の連携強化等

・従来の特定技能外国人に加え、特定技能以外の外国人に対しても、社会保険料の納付義務の履行状況確認及び適切に在留審査に反映

させる仕組みの検討《125》

○共生社会の基盤としての在留管理体制の構築

・技能実習制度における相談業務と指導業務を一体的に実施するための体制整備及び申請等の手続のオンライン化に向けた検討《100》

    

共生社会の基盤整備に向けた取組

○「青壮年期」を中心とした外国人に対する支援等

・外国人雇用サービスセンター等における留学生を対象とした支援《70》

・ハローワークの外国人雇用サービスコーナーにおける専門相談員・通訳の配置による職業相談の実施《92》

・定住外国人を対象とした日本語能力に配慮した職業訓練の実施等《95》

・外国人雇用管理指針上選任が求められている雇用労務責任者に係る講習の試行的実施《98》

・妊娠・出産等した技能実習生が利用できる制度等の周知・啓発活動《108》

○「高齢期」を中心とした外国人に対する支援等

・外国人に対する年金制度に関する周知・広報の継続と充実の検討《109》

ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援

外国人に対する情報発信・外国人向けの相談体制の強化 ※ 主な厚生労働省関連施策 赤字は昨年度からの変更点
対策差替
R7.6
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特定技能１号のポイント

特定技能２号のポイント

【就労が認められる在留資格の技能水準】

在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

１年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する期間ごとの更新（通算で上限５年まで）

試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験等免除）

試験（Ｎ４等）で確認（技能実習２号修了者は免除）
※介護、自動車運送業（タクシー・バス）及び鉄道（運輸係
員）分野は別途要件あり

基本的に認めない

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

３年、１年又は６か月ごとの更新（更新回数に制限なし）

試験での確認なし（漁業及び外食業分野（Ｎ３）を除
く。）

要件を満たせば可能（配偶者、子）

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

試験等で確認

在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

日本語能力水準

特定技能制度概要

○ 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが
困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定
技能１号」及び「特定技能２号」を創設（平成３１年４月から実施）

○ 特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数： ２９３，００８人（令和７年２月末現在、速報値）

○ 特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数： １，３５１人（令和７年２月末現在、速報値） 

（１６分野）

専
門
的
・
技
術
的
分
野

非
専
門
的
・

非
技
術
的
分
野

「技能実習」

「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
「高度専門職（１号・２号）」
「介護」
「教授」 等

特定技能以外の在留資格 特定技能の在留資格

「特定技能１号」

「特定技能２号」

特定産業分野：介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、
 農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

（赤字は特定技能１号・２号でも受入れ可。黒字は特定技能１号のみで受入れ可。）

日本語能力水準
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育成就労

技能実習制度から育成就労制度への制度見直しのイメージ

現行制度 見直し後

５
年

２
年

制
限
な
し

２
年

１
年

５
年

制
限
な
し

（
注
３
）

３
年
（
原
則
）

特定技能２号

技能実習２号

技能実習１号

技能実習３号

特定技能１号

特定技能２号

特定技能１号

・対象となる職種・分野の
不一致

・技能実習の職種の細分化
・「帰国」が制度上の原則

（注１）育成就労制度の受入れ対象分野は特定産業分野と原則一致させるが、
国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外。

（注２）特定技能１号については、「試験ルート」での在留資格取得も可能。

（注３）永住許可につながる場合があるところ、永住許可の要件を一層明確化し、
当該要件を満たさなくなった場合等を永住の在留資格取消事由として追加する。

・転籍の制限
・技能実習生の失踪問題等

・転籍の制限緩和（注４）

・ブローカー対策等も適切に

・対象となる職種 ・ 分野が
原則一致（注１）

・業務を拡大、特定技能１号
水準の人材を育成

・地域に根付き共生できる
制度に

→ 長期間産業を支える人材
を確保。

・キャリアアップの道筋を明確化
・労働者として適切に権利保護
・関係機関の要件等を適正化

→ 魅力ある制度で「選ばれる国」へ。

（注４）転籍の制限緩和の内容

○ 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、
手続を柔軟化。

○  以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転籍を認める。
・ 同一機関での就労が１～２年（分野ごとに設定）を超えている
・ 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
・ 転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす

（注２）

（注２）

・キャリアパスが不明瞭
・労働者として権利保護不十分
・不適正な送出／受入れ／監理事例
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Press Release 

 
 
 
報道関係者 各位 
 
 

 

 

 

 

沖縄労働局はこのほど、令和７年（2025 年）10 月末時点の外国人雇用についての届出状況を

取りまとめましたので、公表します。 

外国人雇用状況の届出制度は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業

生活の充実等に関する法律」に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的

として平成 19年（2007 年）に創設されたものであり、すべての事業主に対し、外国人労働者（特

別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。）の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働

者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣（ハローワーク）へ届け出るこ

とを義務付けています。 

届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者であり、数値は令和７年（2025 年）10 月末

時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（添付資料） 

・別添１「外国人雇用状況」の届出状況【沖縄労働局】（令和７年（2025 年）10 月末時点） 
・別添２「外国人雇用状況」の届出状況表一覧【沖縄労働局】（令和７年（2025 年）10 月末時点） 

【 届出状況のポイント 】 

 

○外国人労働者数は 20,354 人で、前年比 3,115 人、18.1％の増加（全国 2,571,037 人、前

年比 268,450 人、11.7％増加）（平成 19 年（2007 年）に届出が義務化されて以来、過去

最多）。 

○外国人労働者を雇用する事業所数は 3,697 か所で、前年比 413 か所、12.6％の増加（全国

371,215 所、前年比 29,128 か所、8.5％増加）（平成 19 年（2007 年）に届出が義務化され

て以来、過去最多）。 

○国籍別では、ネパールが最も多く 5,384 人（外国人労働者全体の 26.5％）。次いでインド

ネシア 3,942 人（同 19.4％）、ベトナム 2,374 人（同 11.7％）の順。 

○在留資格別では、「専門的・技術的分野」が最も多く 8,266 人で、外国人労働者全体の

40.6％。次いで留学生等「資格外活動」が 4,636 人（同 22.8％）、「技能実習」が 3,459 人

（17.0％）の順。 

令和８年１月 30 日  
 
沖縄労働局職業安定部職業対策課
課      長 ：比嘉  淳二 
外国人雇用対策担当官：知念 和佳子 
（電話）：098-868-3701 

沖縄労働局における「外国人雇用状況」の届出状況まとめ 

（令和７年（2025 年）10 月末時点） 

 
～ 外国人労働者数 20,354 人、事業所数 3,697 か所、過去最多 ～

～

資料１-２

nana.miyake
四角形



 
 

                                                  

「外国人雇用状況」の届出状況【沖縄労働局】 

（令和７年（2025 年）10 月末時点）    

                                 

Ⅰ 趣旨 

外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支

援を図ることを目的として創設されたものであり、すべての事業主に対し、外国人労働

者（特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。）の雇入れ又は離職の際に、当

該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣（ハロー

ワーク）へ届け出ることを義務付けるものである。 

Ⅱ 本県における届出状況のまとめ 

次の 1～4は外国人雇用状況届出をもとに、令和７年（2025 年）10 月末時点の状況を

集計したものである。 

１ 外国人を雇用している事業所及び外国人労働者の状況 

令和７年（2025 年）10 月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は 3,697 か

所（全国比 1.0％）であり、外国人労働者数は 20,354 人（全国比 0.8％）であった。

これは令和６年（2024 年）10 月末現在の 3,284 か所、17,239 人に対し、413 か所

（12.6％）増、3,115 人（18.1％）増となっている。外国人を雇用している事業所数

及び外国人労働者数は、平成 19 年（2007 年）に届出が義務化されて以来、過去最多

となった。  

外国人労働者数の増減率を前年比でみると、令和５年（2023 年）は 22.8％増、令

和６年（2024 年）は 19.7％増、令和７年（2025 年）は 18.1％増となった。一方、外

国人雇用事業所数は、令和５年（2023 年）は前年に比べて 10.1％増、令和６年（2024

年）は 8.4％増、令和７年（2025 年）は 12.6％増となった。[参考表［参考-１］］  

２ 外国人労働者の属性 

8,266 

4,636 

3,459 

3,058 

895 

40 

8,138 

10,314 10,787 10,498 
11,729 

14,406 

17,239 

20,354 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

<外国人労働者数の推移＞
専門的・技術的分野の在留資格

資格外活動

技能実習

身分に基づく在留資格

特定活動

不明

全在留資格計

専門的・技術的

分野の在留資格

【+25.6％】

資格外活動

（留学等）

【+23.4％】

技能実習

【+7.3％】

身分に基づく在留資格

（日本人の配偶者等)【+8.2％】

特定活動

【+10.0％】

【別添１】 

不明 
【+2.6％】 

1



 
 

(1) 国籍別にみると、ネパールが外国人労働者全体の 26.5％と最も多く、次いでイン

ドネシアが同 19.4％、ベトナムが同 11.7％の順となっている。［別表１］ 

 
(2) 在留資格別にみると、「専門的・技術的分野の在留資格※1」が外国人労働者全体

の 40.6％と最も多く、次いで「資格外活動※2」が同 22.8％、「技能実習」が 17.0％

の順となっている。［別表１］ 

 

(3) 国籍別・在留資格別に全体に占める割合をみると、ネパールは、「資格外活動」

が国籍別の外国人労働者数に対する在留資格者数の割合で、65.5％（うち「留学」

は同 58.3％）を占めている。インドネシアは、「専門的・技術的分野の在留資格」

が同 53.7％となっている。ベトナムについては、「技能実習」が同 44.2％となって

いる。［別表１］ 

 

ネパール, 5,384人, 
26.5%

インドネシア, 3,942人, 
19.4%

ベトナム, 2,374人, 
11.7%

フィリピン, 1,905人, 
9.4%

中国(香港等を含む), 
1,218人, 6.0%

ミャンマー, 1,154人, 
5.7%

韓国, 518人, 2.5%

スリランカ, 413人, 2.0%
ブラジル, 255人, 1.3%

タイ, 209人, 1.0%
インド, 184人, 0.9%

ペルー, 106人, 0.5%
G7等, 1,261人, 6.2% その他, 1,431人, 7.0%

＜国籍別外国人労働者の割合＞

専門的・技術的分野の

在留資格, 8,266人, 
40.6%

資格外活動, 4,636人, 22.8%

技能実習, 3,459人, 17.0%

身分に基づく在留資格, 
3,058人, 15.0%

特定活動, 895人, 4.4% 不明, 40人, 0.2%
＜在留資格別外国人労働者の割合＞

外国人労働者数

20,354 人 

外国人労働者数

20,354 人 

うち留学：4,038 人, 19.8％ 
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３ 産業別にみた外国人雇用事業所数及び外国人労働者数 

(1)   外国人雇用事業所数を産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」が事業所全

体の 18.6％と最も多く、次いで「卸売業、小売業」が同 15.9％、「建設業」が同

14.7％、「医療、福祉」が同 10.9％となっている。［別表４］ 

(２) 外国人労働者数を産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」が外国人労働者全

体の 23.2％と最も多く、次いで「卸売業・小売業」が同 14.6％、「建設業」が同 11.2％

となっている。［別表４］ 

宿泊業・飲食サービス業, 
686所, 18.6%

卸売業・小売業, 
586所, 15.9%

建設業, 544所, 
14.7%

医療、福祉, 404所, 
10.9%

農業、林業, 227所, 
6.1%

サービス【他に分

類されないもの】, 
209所, 5.7%

製造業, 182所, 
4.9%

生活関連サービス

業、娯楽業, 161所, 
4.4%

教育・学習支援業, 
138所, 3.7%

その他, 560所, 
15.1%

＜産業別外国人雇用事業所の割合＞

宿泊業・飲食サービス業, 
4,720人, 23.2%

卸売業・小売業, 
2,966人, 14.6%

建設業, 2,273人, 
11.2%

サービス【他に分類

されないもの】, 
2,262人, 11.1%

製造業, 1,713人, 
8.4%

医療、福祉, 1,666人, 
8.2%

教育・学習支援業, 
1,336人, 6.6%

農業、林業, 708人, 
3.5%

その他, 2,710人, 
13.3%

＜産業別外国人労働者の割合＞

事業所数 

3,697 か所 

外国人労働者数

20,354 人 
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４ 事業所規模別にみた外国人雇用事業所数及び外国人労働者数 

(１) 外国人雇用事業所数を事業所規模別にみると、「30 人未満」規模の事業所が最も

多く、事業所全体の 71.5％を占めている。［別表８］ 

 
（２）外国人労働者数を事業所規模別にみると、「30 人未満」規模の事業所が最も多く、外

国人労働者全体の 44.4％を占めている。［別表８］ 

 
※３「身分に基づく在留資格」には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が該当する。 

※１「専門的・技術的分野の在留資格」には、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職 1 号・2 号」、

「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、

「興行」、「技能」、「特定技能 1 号・２号」が含まれる。 

※２「資格外活動」には、資格外活動許可を受けていないと就労することができない「留学」、「家族滞在」等が該当する。 

30人未満, 2,644人, 71.5%

30～99人, 608人, 16.4%

100～499人, 341人, 9.2%

500人以上, 70人, 1.9%
不明, 34人, 0.9%

＜事業所規模別外国人雇用事業所の割合＞

30人未満, 9,036人, 
44.4%

30～99人, 3,687人, 
18.1%

100～499人, 5,054
人, 24.8%

500人以上, 2,473人, 
12.1%

不明, 104人, 0.5%

＜事業所規模別外国人労働者の割合＞

事業所数 

3,697 か所 

外国人労働者数

20,354 人 
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【別添2】

［別表１］国籍別・在留資格別外国人労働者数

［別表２］都道府県別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

［別表３］都道府県別・在留資格別外国人労働者数

［別表４］産業別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

［別表５］都道府県別・産業別外国人労働者数

［別表６］在留資格別・産業別外国人労働者数

［別表７］国籍別・産業別外国人労働者数

［別表８］事業所規模別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

［参考表］外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の推移

「外国人雇用状況」の届出状況表一覧（令和７年10月末時点）
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81

2
[9

.4
%

]
(3

2.
6%

)
(2

0.
7%

)
(8

.1
%

)
(1

.8
%

)
(1

7.
1%

)
(3

.5
%

)
(1

.8
%

)
(4

4.
9%

)
(3

4.
2%

)
(5

.7
%

)
(0

.7
%

)
(4

.3
%

)
(0

.1
%

)

5,
38

4
1,

59
9

94
3

56
9

10
8

60
3,

52
6

3,
13

7
91

32
38

20
1

0
[2

6.
5%

]
(2

9.
7%

)
(1

7.
5%

)
(1

0.
6%

)
(2

.0
%

)
(1

.1
%

)
(6

5.
5%

)
(5

8.
3%

)
(1

.7
%

)
(0

.6
%

)
(0

.7
%

)
(0

.4
%

)
(0

.0
%

)
(0

.0
%

)

3,
94

2
2,

11
5

82
1,

95
6

33
0

1,
40

1
52

37
44

24
15

0
5

0
[1

9.
4%

]
(5

3.
7%

)
(2

.1
%

)
(4

9.
6%

)
(8

.4
%

)
(3

5.
5%

)
(1

.3
%

)
(0

.9
%

)
(1

.1
%

)
(0

.6
%

)
(0

.4
%

)
(0

.0
%

)
(0

.1
%

)
(0

.0
%

)

1,
15

4
60

1
50

53
7

25
31

9
20

0
19

8
9

3
5

0
1

0
[5

.7
%

]
(5

2.
1%

)
(4

.3
%

)
(4

6.
5%

)
(2

.2
%

)
(2

7.
6%

)
(1

7.
3%

)
(1

7.
2%

)
(0

.8
%

)
(0

.3
%

)
(0

.4
%

)
(0

.0
%

)
(0

.1
%

)
(0

.0
%

)

25
5

17
5

1
0

0
9

7
22

9
12

8
25

0
76

0
[1

.3
%

]
(6

.7
%

)
(2

.0
%

)
(0

.4
%

)
(0

.0
%

)
(0

.0
%

)
(3

.5
%

)
(2

.7
%

)
(8

9.
8%

)
(5

0.
2%

)
(9

.8
%

)
(0

.0
%

)
(2

9.
8%

)
(0

.0
%

)

51
8

25
6

21
8

8
53

0
16

13
19

3
11

9
65

2
7

0
[2

.5
%

]
(4

9.
4%

)
(4

2.
1%

)
(1

.5
%

)
(1

0.
2%

)
(0

.0
%

)
(3

.1
%

)
(2

.5
%

)
(3

7.
3%

)
(2

3.
0%

)
(1

2.
5%

)
(0

.4
%

)
(1

.4
%

)
(0

.0
%

)

41
3

17
0

42
11

8
4

67
15

3
14

5
19

5
14

0
0

0
[2

.0
%

]
(4

1.
2%

)
(1

0.
2%

)
(2

8.
6%

)
(1

.0
%

)
(1

6.
2%

)
(3

7.
0%

)
(3

5.
1%

)
(4

.6
%

)
(1

.2
%

)
(3

.4
%

)
(0

.0
%

)
(0

.0
%

)
(0

.0
%

)

20
9

48
15

14
8

11
6

7
6

30
12

11
2

5
0

[1
.0

%
]

(2
3.

0%
)

(7
.2

%
)

(6
.7

%
)

(3
.8

%
)

(5
5.

5%
)

(3
.3

%
)

(2
.9

%
)

(1
4.

4%
)

(5
.7

%
)

(5
.3

%
)

(1
.0

%
)

(2
.4

%
)

(0
.0

%
)

18
4

14
8

11
0

0
2

11
4

23
16

0
4

3
0

[0
.9

%
]

(8
0.

4%
)

(6
.0

%
)

(0
.0

%
)

(0
.0

%
)

(1
.1

%
)

(6
.0

%
)

(2
.2

%
)

(1
2.

5%
)

(8
.7

%
)

(0
.0

%
)

(2
.2

%
)

(1
.6

%
)

(0
.0

%
)

10
6

7
5

0
0

0
1

1
98

79
7

0
12

0
[0

.5
%

]
(6

.6
%

)
(4

.7
%

)
(0

.0
%

)
(0

.0
%

)
(0

.0
%

)
(0

.9
%

)
(0

.9
%

)
(9

2.
5%

)
(7

4.
5%

)
(6

.6
%

)
(0

.0
%

)
(1

1.
3%

)
(0

.0
%

)

1,
26

1
50

2
16

5
1

21
0

31
19

67
2

29
0

33
6

10
36

35
[6

.2
%

]
(3

9.
8%

)
(1

3.
1%

)
(0

.1
%

)
(1

.7
%

)
(0

.0
%

)
(2

.5
%

)
(1

.5
%

)
(5

3.
3%

)
(2

3.
0%

)
(2

6.
6%

)
(0

.8
%

)
(2

.9
%

)
(2

.8
%

)

72
6

23
3

73
0

3
0

8
3

44
9

19
0

22
9

6
24

33
[3

.6
%

]
(3

2.
1%

)
(1

0.
1%

)
(0

.0
%

)
(0

.4
%

)
(0

.0
%

)
(1

.1
%

)
(0

.4
%

)
(6

1.
8%

)
(2

6.
2%

)
(3

1.
5%

)
(0

.8
%

)
(3

.3
%

)
(4

.5
%

)

13
6

63
24

0
4

0
3

2
65

32
28

2
3

1
[0

.7
%

]
(4

6.
3%

)
(1

7.
6%

)
(0

.0
%

)
(2

.9
%

)
(0

.0
%

)
(2

.2
%

)
(1

.5
%

)
(4

7.
8%

)
(2

3.
5%

)
(2

0.
6%

)
(1

.5
%

)
(2

.2
%

)
(0

.7
%

)

1,
43

1
74

2
40

2
13

9
80

96
19

7
17

1
31

4
16

8
12

5
8

13
2

[7
.0

%
]

(5
1.

9%
)

(2
8.

1%
)

(9
.7

%
)

(5
.6

%
)

(6
.7

%
)

(1
3.

8%
)

(1
1.

9%
)

(2
1.

9%
)

(1
1.

7%
)

(8
.7

%
)

(0
.6

%
)

(0
.9

%
)

(0
.1

%
)

注
１

：

注
２

：

注
３

：

注
４

：
Ｇ

７
等

と
は

、
フ

ラ
ン

ス
、

ア
メ

リ
カ

、
イ

ギ
リ

ス
、

ド
イ

ツ
、

イ
タ

リ
ア

、
カ

ナ
ダ

、
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

、
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
、

ロ
シ

ア
を

い
う

。

［
別

表
１

］
国

籍
別

・
在

留
資

格
別

外
国

人
労

働
者

数
（

沖
縄

労
働

局
）

全
在

留
資

格
計

（
注

１
）

④
資

格
外

活
動

⑤
身

分
に

基
づ

く
在

留
資

格
 

①
専

門
的

・
技

術
的

分
野

の
在

留
資

格
（

注
２

）

Ｇ
７

等
（

注
４

）

全
国

籍
計

20
,3

54

ベ
ト

ナ
ム

中
国

（
香

港
、

マ
カ

オ
を

含
む

）

フ
ィ

リ
ピ

ン

ネ
パ

ー
ル

ブ
ラ

ジ
ル

ミ
ャ

ン
マ

ー

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

韓
国

ス
リ

ラ
ン

カ

ペ
ル

ー

在
留

資
格

「
②

特
定

活
動

」
に

該
当

す
る

活
動

に
は

、
外

交
官

等
の

家
事

使
用

人
、

ワ
ー

キ
ン

グ
・

ホ
リ

デ
ー

、
経

済
連

携
協

定
に

基
づ

く
外

国
人

看
護

師
・

介
護

福
祉

士
候

補
者

等
が

含
ま

れ
る

。

う
ち

ア
メ

リ
カ

う
ち

イ
ギ

リ
ス

そ
の

他

［
 

］
内

は
、

外
国

人
労

働
者

総
数

（
全

国
籍

計
）

に
対

す
る

当
該

国
籍

の
外

国
人

労
働

者
数

の
割

合
を

示
す

。
（

 
）

内
は

、
国

籍
別

の
外

国
人

労
働

者
総

数
（

全
在

留
資

格
計

）
に

対
す

る
当

該
在

留
資

格
の

外
国

人
労

働
者

数
の

割
合

を
示

す
。

な
お

、
割

合
の

数
値

は
小

数
点

第
二

位
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

た
め

、
合

計
が

10
0％

に
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。

「
①

専
門

的
・

技
術

的
分

野
の

在
留

資
格

」
に

は
、

在
留

資
格

「
教

授
」

、
「

芸
術

」
、

「
宗

教
」

、
「

報
道

」
、

「
高

度
専

門
職

１
号

・
２

号
」

、
「

経
営

・
管

理
」

、
「

法
律

・
会

計
業

務
」

、
「

医
療

」
、

「
研

究
」

、
「

教
育

」
、

「
技

術
・

人
文

知
識

・
国

際
業

務
」

、
「

企
業

内
転

勤
」

、
「

介
護

」
、

「
興

行
」

、
「

技
能

」
、

「
特

定
技

能
１

号
・

２
号

」
が

含
ま

れ
る

。

タ
イ

イ
ン

ド
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令
和

７
年

10
月

末
時

点
（

単
位

：
所

、
人

）

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

［
比

率
］

（
注

１
）

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

［
比

率
］

（
注

２
）

3,
69

7
14

9
[4

.0
%

]
10

0.
0%

20
,3

54
2,

53
5

[1
2.

5%
]

10
0.

0%

1
那

覇
公

共
職

業
安

定
所

2,
02

9
73

[3
.6

%
]

54
.9

%
11

,8
52

1,
62

8
[1

3.
7%

]
58

.2
%

2
沖

縄
公

共
職

業
安

定
所

1,
11

6
48

[4
.3

%
]

30
.2

%
6,

01
9

58
1

[9
.7

%
]

29
.6

%

3
名

護
公

共
職

業
安

定
所

22
2

9
[4

.1
%

]
6.

0%
91

9
71

[7
.7

%
]

4.
5%

4
宮

古
公

共
職

業
安

定
所

13
8

4
[2

.9
%

]
3.

7%
85

7
60

[7
.0

%
]

4.
2%

5
八

重
山

公
共

職
業

安
定

所
19

2
15

[7
.8

%
]

5.
2%

70
7

19
5

[2
7.

6%
]

3.
5%

注
１

：

注
２

：

注
３

：

総
計

「
事

業
所

数
」

欄
中

の
「

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

［
比

率
］

」
欄

は
、

労
働

者
派

遣
・

請
負

事
業

を
行

っ
て

い
る

事
業

所
数

及
び

当
該

各
地

域
の

外
国

人
雇

用
事

業
所

数
に

対
す

る
労

働
者

派
遣

・
請

負
事

業
を

行
っ

て
い

る
事

業
所

数
の

割
合

を
示

す
。

割
合

の
数

値
は

小
数

点
第

二
位

を
四

捨
五

入
し

て
い

る
。

「
外

国
人

労
働

者
数

」
欄

中
の

「
う

ち
派

遣
・

請
負

事
業

所
［

比
率

］
」

欄
は

、
労

働
者

派
遣

・
請

負
事

業
を

行
っ

て
い

る
事

業
所

に
就

労
し

て
い

る
外

国
人

労
働

者
数

及
び

当
該

各
地

域
の

外
国

人
労

働
者

数
に

対
す

る
労

働
者

派
遣

・
請

負
事

業
を

行
っ

て
い

る
事

業
所

に
就

労
し

て
い

る
外

国
人

労
働

者
数

の
割

合
を

示
す

。
割

合
の

数
値

は
小

数
点

第
二

位
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

。
な

お
、

労
働

者
派

遣
事

業
等

を
行

っ
て

い
る

事
業

所
に

就
労

し
て

い
る

外
国

人
労

働
者

の
す

べ
て

が
派

遣
労

働
者

等
で

あ
る

と
は

限
ら

な
い

。

「
構

成
比

」
欄

は
、

事
業

所
総

数
（

総
計

）
及

び
外

国
人

労
働

者
総

数
（

総
計

）
に

対
す

る
当

該
地

域
の

事
業

所
数

及
び

外
国

人
労

働
者

数
の

比
率

を
示

す
。

な
お

、
割

合
の

数
値

は
小

数
点

第
二

位
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

た
め

、
合

計
が

10
0％

に
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。

［
別

表
２

］
地

域
別

外
国

人
雇

用
事

業
所

数
及

び
外

国
人

労
働

者
数

（
沖

縄
労

働
局

）

事
業

所
数

構
成

比
（

注
３

）

外
国

人
労

働
者

数
構

成
比

（
注

３
）
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令
和

７
年

10
月

末
時

点
（

単
位

：
人

）

⑥
不

明

計
構

成
比

（
注

１
）

う
ち

技
術

・
人

文
知

識
・

国
際

業
務

う
ち

特
定

技
能

構
成

比
（

注
１

）

構
成

比
（

注
１

）
計

構
成

比
（

注
１

）
う

ち
留

学
計

構
成

比
（

注
１

）
う

ち
永

住
者

う
ち

日
本

人
の

配
偶

者
等

う
ち

永
住

者
の

配
偶

者
等

う
ち

定
住

者

20
,3

54
8,

26
6

(4
0.

6%
)

3,
18

2
3,

93
5

89
5

(4
.4

%
)

3,
45

9
(1

7.
0%

)
4,

63
6

(2
2.

8%
)

4,
03

8
3,

05
8

(1
5.

0%
)

1,
88

0
83

9
70

26
9

40

1
那

覇
公

共
職

業
安

定
所

11
,8

52
4,

53
0

(3
8.

2%
)

1,
69

1
2,

50
3

36
2

(3
.1

%
)

1,
74

3
(1

4.
7%

)
3,

83
3

(3
2.

3%
)

3,
41

2
1,

37
9

(1
1.

6%
)

87
7

37
7

32
93

5

2
沖

縄
公

共
職

業
安

定
所

6,
01

9
2,

49
3

(4
1.

4%
)

1,
07

1
79

2
28

8
(4

.8
%

)
1,

18
8

(1
9.

7%
)

67
9

(1
1.

3%
)

55
5

1,
33

6
(2

2.
2%

)
79

2
36

7
38

13
9

35

3
名

護
公

共
職

業
安

定
所

91
9

46
2

(5
0.

3%
)

13
9

26
0

10
2

(1
1.

1%
)

16
4

(1
7.

8%
)

74
(8

.1
%

)
41

11
7

(1
2.

7%
)

73
33

- 
11

0 

4
宮

古
公

共
職

業
安

定
所

85
7

40
5

(4
7.

3%
)

17
9

18
2

90
(1

0.
5%

)
17

4
(2

0.
3%

)
44

(5
.1

%
)

29
14

4
(1

6.
8%

)
97

35
- 

12
0 

5
八

重
山

公
共

職
業

安
定

所
70

7
37

6
(5

3.
2%

)
10

2
19

8
53

(7
.5

%
)

19
0

(2
6.

9%
)

6
(0

.8
%

)
1

82
(1

1.
6%

)
41

27
- 

14
0 

注
１

：
（

 
）

内
は

、
地

域
別

の
外

国
人

労
働

者
総

数
（

全
在

留
資

格
計

）
に

対
す

る
当

該
在

留
資

格
の

外
国

人
労

働
者

数
の

割
合

を
示

す
。

割
合

の
数

値
は

小
数

点
第

二
位

を
四

捨
五

入
し

て
い

る
。

注
２

：

注
３

：
在

留
資

格
「

②
特

定
活

動
」

に
該

当
す

る
活

動
に

は
、

外
交

官
等

の
家

事
使

用
人

、
ワ

ー
キ

ン
グ

・
ホ

リ
デ

ー
、

経
済

連
携

協
定

に
基

づ
く

外
国

人
看

護
師

・
介

護
福

祉
士

候
補

者
等

が
含

ま
れ

る
。

「
①

専
門

的
・

技
術

的
分

野
の

在
留

資
格

」
に

は
、

在
留

資
格

「
教

授
」

、
「

芸
術

」
、

「
宗

教
」

、
「

報
道

」
、

「
高

度
専

門
職

１
号

・
２

号
」

、
「

経
営

・
管

理
」

、
「

法
律

・
会

計
業

務
」

、
「

医
療

」
、

「
研

究
」

、
「

教
育

」
、

「
技

術
・

人
文

知
識

・
国

際
業

務
」

、
「

企
業

内
転

勤
」

、
「

介
護

」
、

「
興

行
」

、
「

技
能

」
、

「
特

定
技

能
１

号
・

２
号

」
が

含
ま

れ
る

。

総
数

②
特

定
活

動
（

注
３

）
③

技
能

実
習

［
別

表
３

］
地

域
別

・
在

留
資

格
別

外
国

人
労

働
者

数
（

沖
縄

労
働

局
）

全
在

留
資

格
計

④
資

格
外

活
動

⑤
身

分
に

基
づ

く
在

留
資

格
 

①
専

門
的

・
技

術
的

分
野

の
在

留
資

格
（

注
２

）
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令和７年10月末時点 （単位：所、人）

うち派遣・
請負事業所

［比率］（注２）
うち派遣・
請負事業所

［比率］（注３）

3,697 149 [4.0%] 100.0% 20,354 2,535 [12.5%] 100.0%

A 農業、林業 227 1 [0.4%] 6.1% 708 1 [0.1%] 3.5%

うち 農業 227 1 [0.4%] 6.1% 708 1 [0.1%] 3.5%

B 漁業 48 1 [2.1%] 1.3% 93 1 [1.1%] 0.5%

C 鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 - 0.0% 0 0 - 0.0%

D 建設業 544 16 [2.9%] 14.7% 2,273 193 [8.5%] 11.2%

E 製造業 182 2 [1.1%] 4.9% 1,713 20 [1.2%] 8.4%

うち 食料品製造業 82 1 [1.2%] 2.2% 1,449 18 [1.2%] 7.1%

うち 飲料・たばこ・飼料製造業 13 0 [0.0%] 0.4% 31 0 [0.0%] 0.2%

うち 繊維工業 6 0 [0.0%] 0.2% 12 0 [0.0%] 0.1%

うち 金属製品製造業 12 0 [0.0%] 0.3% 56 0 [0.0%] 0.3%

うち 生産用機械器具製造業 1 0 [0.0%] 0.0% 3 0 [0.0%] 0.0%

うち 電気機械器具製造業 9 0 [0.0%] 0.2% 26 0 [0.0%] 0.1%

うち 輸送用機械器具製造業 8 0 [0.0%] 0.2% 18 0 [0.0%] 0.1%

F 電気・ガス・熱供給・水道業 3 1 [33.3%] 0.1% 3 1 [33.3%] 0.0%

G 情報通信業 99 15 [15.2%] 2.7% 470 38 [8.1%] 2.3%

H 運輸業、郵便業 72 1 [1.4%] 1.9% 297 1 [0.3%] 1.5%

I 卸売業、小売業 586 7 [1.2%] 15.9% 2,966 62 [2.1%] 14.6%

J 金融業、保険業 11 0 [0.0%] 0.3% 19 0 [0.0%] 0.1%

K 不動産業、物品賃貸業 116 0 [0.0%] 3.1% 414 0 [0.0%] 2.0%

L 学術研究、専門・技術サービス業 128 6 [4.7%] 3.5% 303 48 [15.8%] 1.5%

M 宿泊業、飲食サービス業 686 16 [2.3%] 18.6% 4,720 223 [4.7%] 23.2%

うち 宿泊業 223 11 [4.9%] 6.0% 2,245 218 [9.7%] 11.0%

うち 飲食店 450 4 [0.9%] 12.2% 2,439 4 [0.2%] 12.0%

N 生活関連サービス業、娯楽業 161 5 [3.1%] 4.4% 609 102 [16.7%] 3.0%

O 教育、学習支援業 138 3 [2.2%] 3.7% 1,336 117 [8.8%] 6.6%

P 医療、福祉 404 2 [0.5%] 10.9% 1,666 29 [1.7%] 8.2%

うち 医療業 86 2 [2.3%] 2.3% 413 29 [7.0%] 2.0%

うち 社会保険・社会福祉・介護事業 317 0 [0.0%] 8.6% 1,252 0 [0.0%] 6.2%

Q 複合サービス事業 21 1 [4.8%] 0.6% 104 18 [17.3%] 0.5%

R サービス業（他に分類されないもの） 209 69 [33.0%] 5.7% 2,262 1,663 [73.5%] 11.1%

うち 自動車整備業 30 1 [3.3%] 0.8% 108 3 [2.8%] 0.5%

うち 職業紹介・労働者派遣業 44 38 [86.4%] 1.2% 1,183 1,168 [98.7%] 5.8%

うち その他の事業サービス業 85 28 [32.9%] 2.3% 813 487 [59.9%] 4.0%

S 公務（他に分類されるものを除く） 57 3 [5.3%] 1.5% 392 18 [4.6%] 1.9%

T 分類不能の産業 5 0 [0.0%] 0.1% 6 0 [0.0%] 0.0%

注４： 「産業別構成比」欄は、事業所総数（全産業計）及び外国人労働者総数（全産業計）に対する当該産業の事業所数及び外国人労働者数の割合を示す。なお、割合の数
値は小数点第二位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。

全産業計

注１： 産業分類は、日本標準産業分類（令和５年７月改定）に対応している。

注２： 「事業所数」欄中の「うち派遣・請負事業所［比率］」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所数及び当該産業の事業所数に対する労働者派遣・請負事業を
行っている事業所数の割合を示す。割合の数値は小数点第二位を四捨五入している。

注３： 「外国人労働者数」欄中の「うち派遣・請負事業所［比率］」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数及び当該産業の外国人
労働者数に対する労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数の割合を示す。割合の数値は小数点第二位を四捨五入している。なお、労
働者派遣事業等を行っている事業所に就労している外国人労働者のすべてが派遣労働者等であるとは限らない。

［別表４］産業別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数（沖縄労働局）

事業所数 構成比
（注４）

外国人労働者数 構成比
（注４）
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令
和

７
年

10
月

末
時

点
（

単
位

：
人

）

全
産

業
計

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

20
,3

54
2,

27
3

11
.2

%
1,

71
3

8.
4%

47
0

2.
3%

2,
96

6
14

.6
%

4,
72

0
23

.2
%

1,
33

6
6.

6%
1,

66
6

8.
2%

2,
26

2
11

.1
%

1
那

覇
公

共
職

業
安

定
所

11
,8

52
82

6
7.

0%
1,

27
9

10
.8

%
31

1
2.

6%
2,

39
9

20
.2

%
2,

32
4

19
.6

%
34

8
2.

9%
94

3
8.

0%
1,

72
9

14
.6

%

2
沖

縄
公

共
職

業
安

定
所

6,
01

9
1,

17
4

19
.5

%
30

8
5.

1%
15

6
2.

6%
42

5
7.

1%
1,

44
0

23
.9

%
92

6
15

.4
%

53
8

8.
9%

36
9

6.
1%

3
名

護
公

共
職

業
安

定
所

91
9

97
10

.6
%

55
6.

0%
1

0.
1%

73
7.

9%
33

1
36

.0
%

35
3.

8%
96

10
.4

%
26

2.
8%

4
宮

古
公

共
職

業
安

定
所

85
7

86
10

.0
%

34
4.

0%
2

0.
2%

35
4.

1%
33

6
39

.2
%

7
0.

8%
49

5.
7%

10
8

12
.6

%

5
八

重
山

公
共

職
業

安
定

所
70

7
90

12
.7

%
37

5.
2%

- 
0.

0%
34

4.
8%

28
9

40
.9

%
20

2.
8%

40
5.

7%
30

4.
2%

注
１

：
産

業
分

類
は

、
日

本
標

準
産

業
分

類
（

令
和

５
年

７
月

改
定

）
に

対
応

し
て

い
る

。

注
２

：

総
数

「
構

成
比

」
欄

は
、

地
域

別
の

外
国

人
労

働
者

総
数

（
全

産
業

計
）

に
対

す
る

当
該

産
業

の
外

国
人

労
働

者
数

の
割

合
を

示
す

。
割

合
の

数
値

は
小

数
点

第
二

位
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

。

［
別

表
５

］
地

域
別

・
産

業
別

外
国

人
労

働
者

数
（

沖
縄

労
働

局
）

う
ち

建
設

業
う

ち
製

造
業

う
ち

情
報

通
信

業
う

ち
卸

売
業

、
小

売
業

う
ち

宿
泊

業
、

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
う

ち
教

育
、

学
習

支
援

業
う

ち
医

療
、

福
祉

う
ち

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）
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令
和

７
年

10
月

末
時

点
（

単
位

：
人

）

全
産

業
計

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

構
成

比
（

注
２

）

20
,3

54
2,

27
3

11
.2

%
1,

71
3

8.
4%

47
0

2.
3%

2,
96

6
14

.6
%

4,
72

0
23

.2
%

1,
33

6
6.

6%
1,

66
6

8.
2%

2,
26

2
11

.1
%

8,
26

6
44

2
5.

3%
58

9
7.

1%
36

8
4.

5%
54

9
6.

6%
1,

97
2

23
.9

%
77

8
9.

4%
98

5
11

.9
%

1,
09

9
13

.3
%

 
う

ち
技

術
・

人
文

知
識

・
国

際
業

務
3,

18
2

15
2

4.
8%

80
2.

5%
35

7
11

.2
%

29
4

9.
2%

96
1

30
.2

%
21

0
6.

6%
12

6
4.

0%
22

5
7.

1%

う
ち

特
定

技
能

3,
93

5
26

9
6.

8%
48

3
12

.3
%

5
0.

1%
24

2
6.

1%
71

5
18

.2
%

2
0.

1%
79

2
20

.1
%

85
3

21
.7

%

89
5

10
1

11
.3

%
35

3.
9%

5
0.

6%
49

5.
5%

40
8

45
.6

%
8

0.
9%

15
2

17
.0

%
36

4.
0%

3,
45

9
1,

55
3

44
.9

%
37

0
10

.7
%

- 
0.

0%
40

1
11

.6
%

25
1

7.
3%

- 
0.

0%
97

2.
8%

37
0

10
.7

%

4,
63

6
10

0.
2%

60
1

13
.0

%
14

0.
3%

1,
56

9
33

.8
%

1,
56

3
33

.7
%

19
2

4.
1%

17
5

3.
8%

33
1

7.
1%

う
ち

留
学

4,
03

8
5

0.
1%

53
5

13
.2

%
11

0.
3%

1,
38

8
34

.4
%

1,
35

9
33

.7
%

17
1

4.
2%

15
1

3.
7%

27
7

6.
9%

3,
05

8
16

6
5.

4%
11

8
3.

9%
83

2.
7%

39
5

12
.9

%
50

7
16

.6
%

34
5

11
.3

%
25

6
8.

4%
42

3
13

.8
%

う
ち

永
住

者
1,

88
0

97
5.

2%
71

3.
8%

47
2.

5%
23

4
12

.4
%

29
9

15
.9

%
22

4
11

.9
%

17
4

9.
3%

22
7

12
.1

%

う
ち

日
本

人
の

配
偶

者
等

83
9

54
6.

4%
35

4.
2%

28
3.

3%
10

9
13

.0
%

13
5

16
.1

%
95

11
.3

%
56

6.
7%

14
2

16
.9

%

う
ち

永
住

者
の

配
偶

者
等

70
2

2.
9%

1
1.

4%
1

1.
4%

14
20

.0
%

16
22

.9
%

8
11

.4
%

5
7.

1%
11

15
.7

%

う
ち

定
住

者
26

9
13

4.
8%

11
4.

1%
7

2.
6%

38
14

.1
%

57
21

.2
%

18
6.

7%
21

7.
8%

43
16

.0
%

40
1

2.
5%

- 
0.

0%
- 

0.
0%

3
7.

5%
19

47
.5

%
13

32
.5

%
1

2.
5%

3
7.

5%

注
１

：
産

業
分

類
は

、
日

本
標

準
産

業
分

類
（

令
和

５
年

７
月

改
定

）
に

対
応

し
て

い
る

。

注
２

：
「

構
成

比
」

欄
は

、
在

留
資

格
別

の
外

国
人

労
働

者
総

数
（

全
産

業
計

）
に

対
す

る
当

該
産

業
の

外
国

人
労

働
者

数
の

割
合

を
示

す
。

割
合

の
数

値
は

小
数

点
第

二
位

を
四

捨
五

入
し

て
い

る
。

注
３

：

注
４

：

③
技

能
実

習

④
資

格
外

活
動

⑤
身

分
に

基
づ

く
在

留
資

格
 

「
①

専
門

的
・

技
術

的
分

野
の

在
留

資
格

」
に

は
、

在
留

資
格

「
教

授
」

、
「

芸
術

」
、

「
宗

教
」

、
「

報
道

」
、

「
高

度
専

門
職

１
号

・
２

号
」

、
「

経
営

・
管

理
」

、
「

法
律

・
会

計
業

務
」

、
「

医
療

」
、

「
研

究
」

、
「

教
育

」
、

「
技

術
・

人
文

知
識

・
国

際
業

務
」

、
「

企
業

内
転

勤
」

、
「

介
護

」
、

「
興

行
」

、
「

技
能

」
、

「
特

定
技

能
１

号
・

２
号

」
が

含
ま

れ
る

。

在
留

資
格

「
②

特
定

活
動

」
に

該
当

す
る

活
動

に
は

、
外

交
官

等
の

家
事

使
用

人
、

ワ
ー

キ
ン

グ
・

ホ
リ

デ
ー

、
経

済
連

携
協

定
に

基
づ

く
外

国
人

看
護

師
・

介
護

福
祉

士
候

補
者

等
が

含
ま

れ
る

。

⑥
不

明

総
 

 
数

①
専

門
的

・
技

術
的

分
野

の
 

在
留

資
格

（
注

３
）

②
特

定
活

動
（

注
４

）

[別
表

６
］

在
留

資
格

別
・

産
業

別
外

国
人

労
働

者
数

（
沖

縄
労

働
局

）

う
ち

建
設

業
う

ち
製

造
業

う
ち

情
報

通
信

業
う

ち
卸

売
業

、
小

売
業

う
ち

宿
泊

業
、

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
う

ち
教

育
、

学
習

支
援

業
う

ち
医

療
、

福
祉

う
ち

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）
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令
和

７
年

10
月

末
時

点
（

単
位

：
人

）

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

［
比

率
］

（
注

２
）

構
成

比
（

注
３

）

構
成

比
（

注
３

）

構
成

比
（

注
３

）

構
成

比
（

注
３

）

構
成

比
（

注
３

）

構
成

比
（

注
３

）

構
成

比
（

注
３

）

構
成

比
（

注
３

）

20
,3

54
2,

53
5

12
.5

%
2,

27
3

11
.2

%
1,

71
3

8.
4%

47
0

2.
3%

2,
96

6
14

.6
%

4,
72

0
23

.2
%

1,
33

6
6.

6%
1,

66
6

8.
2%

2,
26

2
11

.1
%

2,
37

4
19

8
8.

3%
55

8
23

.5
%

35
1

14
.8

%
14

5
6.

1%
21

4
9.

0%
41

9
17

.6
%

12
0.

5%
12

1
5.

1%
26

6
11

.2
%

1,
21

8
53

4.
4%

14
1.

1%
40

3.
3%

12
7

10
.4

%
22

7
18

.6
%

25
6

21
.0

%
11

8
9.

7%
26

2.
1%

60
4.

9%

1,
90

5
33

9
17

.8
%

41
9

22
.0

%
53

2.
8%

21
1.

1%
12

6
6.

6%
26

0
13

.6
%

11
5

6.
0%

32
2

16
.9

%
21

5
11

.3
%

5,
38

4
50

7
9.

4%
40

0.
7%

55
2

10
.3

%
17

0.
3%

1,
49

3
27

.7
%

2,
05

4
38

.2
%

11
1

2.
1%

37
0

6.
9%

39
2

7.
3%

3,
94

2
76

6
19

.4
%

94
9

24
.1

%
43

8
11

.1
%

8
0.

2%
29

8
7.

6%
41

8
10

.6
%

20
0.

5%
35

4
9.

0%
77

2
19

.6
%

1,
15

4
11

2
9.

7%
31

2.
7%

90
7.

8%
11

1.
0%

26
1

22
.6

%
38

4
33

.3
%

19
1.

6%
23

1
20

.0
%

69
6.

0%

25
5

43
16

.9
%

12
4.

7%
9

3.
5%

9
3.

5%
21

8.
2%

57
22

.4
%

21
8.

2%
12

4.
7%

50
19

.6
%

51
8

33
6.

4%
7

1.
4%

12
2.

3%
37

7.
1%

58
11

.2
%

17
4

33
.6

%
41

7.
9%

28
5.

4%
20

3.
9%

41
3

45
10

.9
%

56
13

.6
%

38
9.

2%
8

1.
9%

43
10

.4
%

10
3

24
.9

%
1

0.
2%

10
7

25
.9

%
26

6.
3%

20
9

38
18

.2
%

51
24

.4
%

4
1.

9%
2

1.
0%

7
3.

3%
70

33
.5

%
10

4.
8%

8
3.

8%
45

21
.5

%

18
4

16
8.

7%
1

0.
5%

9
4.

9%
- 

0.
0%

3
1.

6%
82

44
.6

%
59

32
.1

%
3

1.
6%

15
8.

2%

10
6

14
13

.2
%

4
3.

8%
12

11
.3

%
4

3.
8%

14
13

.2
%

17
16

.0
%

4
3.

8%
11

10
.4

%
15

14
.2

%

1,
26

1
15

3
12

.1
%

71
5.

6%
20

1.
6%

25
2.

0%
66

5.
2%

13
6

10
.8

%
52

3
41

.5
%

33
2.

6%
11

2
8.

9%

う
ち

ア
メ

リ
カ

72
6

11
3

15
.6

%
59

8.
1%

10
1.

4%
17

2.
3%

46
6.

3%
64

8.
8%

25
7

35
.4

%
17

2.
3%

80
11

.0
%

う
ち

イ
ギ

リ
ス

13
6

10
7.

4%
3

2.
2%

2
1.

5%
- 

0.
0%

3
2.

2%
12

8.
8%

72
52

.9
%

6
4.

4%
9

6.
6%

1,
43

1
21

8
15

.2
%

60
4.

2%
85

5.
9%

56
3.

9%
13

5
9.

4%
29

0
20

.3
%

28
2

19
.7

%
40

2.
8%

20
5

14
.3

%

注
１

：

注
２

：

注
３

：

注
４

：
G

７
等

と
は

、
フ

ラ
ン

ス
、

ア
メ

リ
カ

、
イ

ギ
リ

ス
、

ド
イ

ツ
、

イ
タ

リ
ア

、
カ

ナ
ダ

、
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

、
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
、

ロ
シ

ア
を

い
う

。

「
う

ち
派

遣
・

請
負

事
業

所
［

比
率

］
」

欄
は

、
労

働
者

派
遣

・
請

負
事

業
を

行
っ

て
い

る
事

業
所

に
就

労
し

て
い

る
外

国
人

労
働

者
数

及
び

当
該

国
籍

の
外

国
人

労
働

者
数

に
対

す
る

労
働

者
派

遣
・

請
負

事
業

を
行

っ
て

い
る

事
業

所
に

就
労

し
て

い
る

外
国

人
労

働
者

数
の

割
合

を
示

す
。

割
合

の
数

値
は

小
数

点
第

二
位

を
四

捨
五

入
し

て
い

る
。

な
お

、
労

働
者

派
遣

事
業

等
を

行
っ

て
い

る
事

業
所

に
就

労
し

て
い

る
外

国
人

労
働

者
の

す
べ

て
が

派
遣

労
働

者
等

で
あ

る
と

は
限

ら
な

い
。

ネ
パ

ー
ル

［
別

表
７

］
国

籍
別

・
産

業
別

外
国

人
労

働
者

数
（

沖
縄

労
働

局
）

全
産

業
計

う
ち

建
設

業
う

ち
製

造
業

う
ち

情
報

通
信

業
う

ち
卸

売
業

、
小

売
業

う
ち

宿
泊

業
、

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
う

ち
教

育
、

学
習

支
援

業
う

ち
医

療
、

福
祉

う
ち

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

全
国

籍
計

ベ
ト

ナ
ム

中
国

（
香

港
、

マ
カ

オ
を

含
む

）

フ
ィ

リ
ピ

ン

産
業

分
類

は
、

日
本

標
準

産
業

分
類

（
令

和
５

年
７

月
改

定
）

に
対

応
し

て
い

る
。

「
構

成
比

」
欄

は
、

国
籍

別
の

外
国

人
労

働
者

総
数

（
全

産
業

計
）

に
対

す
る

当
該

産
業

の
外

国
人

労
働

者
数

の
割

合
を

示
す

。
割

合
の

数
値

は
小

数
点

第
二

位
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

。

ミ
ャ

ン
マ

ー

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

ス
リ

ラ
ン

カ

ペ
ル

ー

Ｇ
７

等
（

注
4）

そ
の

他

韓
国

ブ
ラ

ジ
ル

タ
イ

イ
ン

ド
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 令
和

７
年

10
月

末
時

点
（

単
位

：
所

、
人

）

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

［
比

率
］

（
注

１
）

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

［
比

率
］

（
注

２
）

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

（
注

３
）

3,
69

7
14

9
[4

.0
%

]
10

0.
0%

20
,3

54
2,

53
5

[1
2.

5%
]

10
0.

0%
5.

5
17

.0

30
人

未
満

2,
64

4
57

[2
.2

%
]

71
.5

%
9,

03
6

35
1

[3
.9

%
]

44
.4

%
3.

4
6.

2

30
～

99
人

60
8

37
[6

.1
%

]
16

.4
%

3,
68

7
90

7
[2

4.
6%

]
18

.1
%

6.
1

24
.5

10
0～

49
9人

34
1

44
[1

2.
9%

]
9.

2%
5,

05
4

67
4

[1
3.

3%
]

24
.8

%
14

.8
15

.3

50
0人

以
上

70
11

[1
5.

7%
]

1.
9%

2,
47

3
60

3
[2

4.
4%

]
12

.1
%

35
.3

54
.8

不
明

34
- 

[0
.0

%
]

0.
9%

10
4

- 
[0

.0
%

]
0.

5%
3.

1
-

注
１

：

注
２

：

注
３

：

注
４

：
「

構
成

比
」

欄
は

、
事

業
所

総
数

（
全

事
業

所
規

模
計

）
及

び
外

国
人

労
働

者
総

数
（

全
事

業
所

規
模

計
）

に
対

す
る

当
該

事
業

所
規

模
の

事
業

所
数

及
び

外
国

人
労

働
者

数
の

割
合

を
示

す
。

な
お

、
割

合
の

数
値

は
小

数
点

第
二

位
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

た
め

、
合

計
が

10
0％

に
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。

［
別

表
８

］
事

業
所

規
模

別
外

国
人

雇
用

事
業

所
数

及
び

外
国

人
労

働
者

数
（

沖
縄

労
働

局
）

事
業

所
数

構
成

比
（

注
４

）

外
国

人
労

働
者

数
構

成
比

（
注

４
）

一
事

業
所

あ
た

り
の

外
国

人
労

働
者

数

全
事

業
所

規
模

計

事 業 所 労 働 者 数

「
事

業
所

数
」

欄
中

の
「

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

［
比

率
］

」
欄

は
、

労
働

者
派

遣
・

請
負

事
業

を
行

っ
て

い
る

事
業

所
数

及
び

当
該

事
業

所
規

模
の

事
業

所
数

に
対

す
る

労
働

者
派

遣
・

請
負

事
業

を
行

っ
て

い
る

事
業

所
数

の
割

合
を

示
す

。
割

合
の

数
値

は
小

数
点

第
二

位
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

。

「
外

国
人

労
働

者
数

」
欄

中
の

「
う

ち
派

遣
・

請
負

事
業

所
［

比
率

］
」

欄
は

、
労

働
者

派
遣

・
請

負
事

業
を

行
っ

て
い

る
事

業
所

に
就

労
し

て
い

る
外

国
人

労
働

者
数

及
び

当
該

事
業

所
規

模
の

外
国

人
労

働
者

数
に

対
す

る
労

働
者

派
遣

・
請

負
事

業
を

行
っ

て
い

る
事

業
所

に
就

労
し

て
い

る
外

国
人

労
働

者
数

の
割

合
を

示
す

。
割

合
の

数
値

は
小

数
点

第
二

位
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

。
な

お
、

労
働

者
派

遣
事

業
等

を
行

っ
て

い
る

事
業

所
に

就
労

し
て

い
る

外
国

人
労

働
者

の
す

べ
て

が
派

遣
労

働
者

等
で

あ
る

と
は

限
ら

な
い

。

「
一

事
業

所
あ

た
り

の
外

国
人

労
働

者
数

」
欄

中
の

「
う

ち
派

遣
・

請
負

事
業

所
」

欄
は

、
労

働
者

派
遣

・
請

負
事

業
を

行
っ

て
い

る
一

事
業

所
あ

た
り

の
外

国
人

労
働

者
数

を
示

す
。

 

13



［
参
考
-１
］
外
国
人
雇
用
事
業
所
数
・
外
国
人
労
働
者
数
（
総
数
）

（
単

位
：

所
、

人
）

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

2,
55
5

7.
8%

2,
75
1

7.
7%

3,
02
9

10
.1

%
3,
28
4

8.
4%

3,
69
7

12
.6

%

14
1

9.
3%

14
5

2.
8%

15
2

4.
8%

14
9

-2
.0

%
14

9
0.

0%

10
,4
98

-2
.7

%
11
,7
29

11
.7

%
14
,4
06

22
.8

%
17
,2
39

19
.7

%
20
,3
54

18
.1

%

（
男

性
）

（
6,

48
8)

-5
.2

%
（

7,
17

4)
10

.6
%

（
8,

80
0)

22
.7

%
（

10
,3

39
)

17
.5

%
（

12
,0

61
)

16
.7

%

（
女

性
）

（
4,

01
0)

1.
6%

（
4,

55
5)

13
.6

%
（

5,
60

6)
23

.1
%

（
6,

90
0)

23
.1

%
（

8,
29

3)
20

.2
%

1,
30

0
-4

.5
%

1,
60

2
23

.2
%

1,
98

8
24

.1
%

2,
25

5
13

.4
%

2,
53

5
12

.4
%

注
１

注
２

：
  事

業
所

数
、

外
国

人
労

働
者

数
と

も
に

、
各

年
10

月
末

時
点

。

：
「

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

」
欄

は
、

労
働

者
派

遣
・

請
負

事
業

を
行

っ
て

い
る

事
業

所
数

及
び

当
該

事
業

所
に

就
労

し
て

い
る

外
国

人
労

働
者

数
を

示
す

。
   

な
お

、
労

働
者

派
遣

事
業

等
を

行
っ

て
い

る
事

業
所

に
就

労
し

て
い

る
外

国
人

労
働

者
の

す
べ

て
が

派
遣

労
働

者
等

で
あ

る
と

は
限

ら
な

い
。

事
業
所
数

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

（
注

２
）

外
国
人
労
働
者
数

う
ち

派
遣

・
請

負
事

業
所

（
注

２
）

［
参
考
表
］
外
国
人
雇
用
事
業
所
数
及
び
外
国
人
労
働
者
数
の
推
移

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

令
和
６
年

令
和
７
年

14



［
参
考
-２
］
外
国
人
雇
用
事
業
所
数
（
産
業
別
）

（
単

位
：

所
）

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

事
業
所
総
数

2,
55
5

7.
8%

2,
75
1

7.
7%

3,
02
9

10
.1

%
3,
28
4

8.
4%

3,
69
7

12
.6

%

建
設
業

43
9

-2
.9

%
40
5

-7
.7

%
44
3

9.
4%

47
7

7.
7%

54
4

14
.0

%

製
造
業

13
5

7.
1%

13
4

-0
.7

%
15
4

14
.9

%
16
4

6.
5%

18
2

11
.0

%

情
報
通
信
業

76
5.

6%
80

5.
3%

83
3.

8%
85

2.
4%

99
16

.5
%

卸
売
業
、
小
売
業

38
0

13
.8

%
40
5

6.
6%

44
4

9.
6%

50
8

14
.4

%
58
6

15
.4

%

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

41
3

16
.7

%
49
8

20
.6

%
53
9

8.
2%

61
6

14
.3

%
68
6

11
.4

%

教
育
、
学
習
支
援
業

12
0

3.
4%

12
5

4.
2%

13
5

8.
0%

13
8

2.
2%

13
8

0.
0%

医
療
、
福
祉

22
1

27
.0

%
27
4

24
.0

%
30
9

12
.8

%
34
8

12
.6

%
40
4

16
.1

%

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

16
5

8.
6%

18
6

12
.7

%
19
5

4.
8%

19
4

-0
.5

%
20
9

7.
7%

そ
の
他

60
6

2.
5%

64
4

6.
3%

72
7

12
.9

%
75
4

3.
7%

84
9

12
.6

%

注
１

：
 各

年
10

月
末

時
点

。

注
２

：
 産

業
分

類
は

、
日

本
標

準
産

業
分

類
（

令
和

５
年

７
月

改
定

）
に

対
応

し
て

い
る

。

令
和
７
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

令
和
６
年

15



［
参
考
-３
］
外
国
人
雇
用
事
業
所
数
（
事
業
所
規
模
別
）

（
単

位
：

所
）

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

事
業
所
総
数

2,
55
5

7.
8%

2,
75
1

7.
7%

3,
02
9

10
.1

%
3,
28
4

8.
4%

3,
69
7

12
.6

%

30
人
未
満

1,
77
7

21
.9

%
1,
92
6

8.
4%

2,
13
2

10
.7

%
2,
29
8

7.
8%

2,
64
4

15
.1

%

30
～
99
人

43
5

18
.5

%
47
0

8.
0%

51
9

10
.4

%
55
4

6.
7%

60
8

9.
7%

10
0～
49
9人

27
8

10
.8

%
29
1

4.
7%

30
2

3.
8%

32
3

7.
0%

34
1

5.
6%

50
0人
以
上

65
8.

3%
64

-1
.5

%
67

4.
7%

68
1.

5%
70

2.
9%

不
明

0
-1

00
.0

%
0

-
9

-
41

35
5.

6%
34

-1
7.

1%

注
：

 各
年

10
月

末
時

点
。

令
和
７
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

令
和
６
年

16



［
参
考
-４
］
外
国
人
労
働
者
数
（
国
籍
別
）

（
単

位
：

人
）

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

外
国
人
労
働
者
総
数

10
,4
98

-2
.7

%
11
,7
29

11
.7

%
14
,4
06

22
.8

%
17
,2
39

19
.7

%
20
,3
54

18
.1

%

ベ
ト
ナ
ム

2,
46
7

-4
.3

%
1,
97
6

-1
9.

9%
2,
20
6

11
.6

%
2,
30
9

4.
7%

2,
37
4

2.
8%

中
国
（
香
港
、
マ
カ
オ
を
含
む
）

99
8

1.
7%

1,
02
5

2.
7%

1,
03
4

0.
9%

1,
08
5

4.
9%

1,
21
8

12
.3

%

フ
ィ
リ
ピ
ン

1,
31
8

5.
7%

1,
33
2

1.
1%

1,
55
3

16
.6

%
1,
74
4

12
.3

%
1,
90
5

9.
2%

ネ
パ
ー
ル

1,
67
5

-1
7.

4%
2,
47
2

47
.6

%
3,
42
8

38
.7

%
4,
37
5

27
.6

%
5,
38
4

23
.1

%

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

75
1

-3
.6

%
1,
29
2

72
.0

%
2,
11
0

63
.3

%
2,
95
2

39
.9

%
3,
94
2

33
.5

%

ミ
ャ
ン
マ
ー

27
6

2.
2%

33
5

21
.4

%
44
3

32
.2

%
83
6

88
.7

%
1,
15
4

38
.0

%

ブ
ラ
ジ
ル

13
8

15
.0

%
18
1

31
.2

%
21
7

19
.9

%
22
8

5.
1%

25
5

11
.8

%

韓
国

39
3

-0
.5

%
38
1

-3
.1

%
45
1

18
.4

%
46
8

3.
8%

51
8

10
.7

%

ス
リ
ラ
ン
カ

10
8

10
.2

%
12
9

19
.4

%
19
7

52
.7

%
26
9

36
.5

%
41
3

53
.5

%

タ
イ

13
0

22
.6

%
13
9

6.
9%

16
8

20
.9

%
18
3

8.
9%

20
9

14
.2

%

イ
ン
ド

11
8

24
.2

%
13
3

12
.7

%
14
7

10
.5

%
16
6

12
.9

%
18
4

10
.8

%

ペ
ル
ー

96
1.

1%
10
9

13
.5

%
10
3

-5
.5

%
10
5

1.
9%

10
6

1.
0%

G
７
等

（
注

２
）

1,
06
2

3.
5%

1,
09
3

2.
9%

1,
14
1

4.
4%

1,
16
7

2.
3%

1,
26
1

8.
1%

う
ち

ア
メ

リ
カ

65
1

4.
3%

66
3

1.
8%

68
1

2.
7%

70
9

4.
1%

72
6

2.
4%

う
ち

イ
ギ

リ
ス

10
1

-7
.3

%
10

5
4.

0%
11

8
12

.4
%

12
4

5.
1%

13
6

9.
7%

そ
の
他

96
8

0.
0%

1,
13
2

16
.9

%
1,
20
8

6.
7%

1,
35
2

11
.9

%
1,
43
1

5.
8%

注
１

：
各

年
10

月
末

時
点

。

注
２

：
G

７
等

と
は

、
フ

ラ
ン

ス
、

ア
メ

リ
カ

、
イ

ギ
リ

ス
、

ド
イ

ツ
、

イ
タ

リ
ア

、
カ

ナ
ダ

、
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

、
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
、

ロ
シ

ア
を

い
う

。

令
和
７
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

令
和
６
年

17



［
参
考
-５
］
外
国
人
労
働
者
数
（
在
留
資
格
別
）

（
単

位
：

人
）

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

外
国
人
労
働
者
総
数

10
,4
98

-2
.7

%
11
,7
29

11
.7

%
14
,4
06

22
.8

%
17
,2
39

19
.7

%
20
,3
54

18
.1

%

専
門
的
・
技
術
的
分
野
の
在
留
資
格

（
注

２
）

3,
02
6

6.
8%

3,
78
9

25
.2

%
5,
32
6

40
.6

%
6,
58
1

23
.6

%
8,
26
6

25
.6

%

う
ち

技
術

・
人

文
知

識
・

国
際

業
務

1,
88

0
-3

.4
%

2,
02

8
7.

9%
2,

49
3

22
.9

%
2,

75
7

10
.6

%
3,

18
2

15
.4

%

う
ち

特
定

技
能

29
9

18
4.

8%
89

7
20

0.
0%

1,
86

1
10

7.
5%

2,
78

8
49

.8
%

3,
93

5
41

.1
%

特
定
活
動

（
注

３
）

47
6

35
.2

%
59
3

24
.6

%
67
6

14
.0

%
81
4

20
.4

%
89
5

10
.0

%

技
能
実
習

2,
66
8

-1
1.

8%
2,
31
9

-1
3.

1%
2,
67
3

15
.3

%
3,
22
3

20
.6

%
3,
45
9

7.
3%

資
格
外
活
動

1,
81
7

-2
1.

3%
2,
36
9

30
.4

%
2,
92
8

23
.6

%
3,
75
6

28
.3

%
4,
63
6

23
.4

%

う
ち

留
学

1,
54

5
-2

5.
6%

2,
04

7
32

.5
%

2,
54

0
24

.1
%

3,
26

4
28

.5
%

4,
03

8
23

.7
%

身
分
に
基
づ
く
在
留
資
格

2,
48
3

10
.5

%
2,
63
4

6.
1%

2,
77
1

5.
2%

2,
82
6

2.
0%

3,
05
8

8.
2%

う
ち

永
住

者
1,

53
7

10
.1

%
1,

62
6

5.
8%

1,
71

0
5.

2%
1,

74
6

2.
1%

1,
88

0
7.

7%

う
ち

日
本

人
の

配
偶

者
等

73
0

7.
8%

74
7

2.
3%

78
5

5.
1%

79
3

1.
0%

83
9

5.
8%

う
ち

永
住

者
の

配
偶

者
等

37
37

.0
%

51
37

.8
%

52
2.

0%
55

5.
8%

70
27

.3
%

う
ち

定
住

者
17

9
21

.8
%

21
0

17
.3

%
22

4
6.

7%
23

2
3.

6%
26

9
15

.9
%

不
明

28
27

.3
%

25
-1

0.
7%

32
28

.0
%

39
21

.9
%

40
2.

6%

注
１

：
各

年
10

月
末

時
点

。

注
２

：

注
３

：

「
専

門
的

・
技

術
的

分
野

の
在

留
資

格
」

に
は

、
在

留
資

格
「

教
授

」
、

「
芸

術
」

、
「

宗
教

」
、

「
報

道
」

、
「

高
度

専
門

職
１

号
・

２
号

」
、

「
経

営
・

管
理

」
、

「
法

律
・

会
計

業
務

」
、

「
医

療
」

、
「

研
究

」
、

「
教

育
」

、
「

技
術

・
人

文
知

識
・

国
際

業
務

」
、

「
企

業
内

転
勤

」
、

「
介

護
」

、
「

興
行

」
、

「
技

能
」

、
「

特
定

技
能

１
号

・
２

号
」

が
含

ま
れ

る
。

在
留

資
格

「
特

定
活

動
」

に
該

当
す

る
活

動
に

は
、

外
交

官
等

の
家

事
使

用
人

、
ワ

ー
キ

ン
グ

・
ホ

リ
デ

ー
、

経
済

連
携

協
定

に
基

づ
く

外
国

人
看

護
師

・
介

護
福

祉
士

候
補

者
等

が
含

ま
れ

る
。

令
和
７
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

令
和
６
年

18



［
参
考
-６
］
外
国
人
労
働
者
数
（
産
業
別
）

（
単

位
：

人
）

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

対
前

年
増

加
率

外
国
人
労
働
者
総
数

10
,4
98

-2
.7

%
11
,7
29

11
.7

%
14
,4
06

22
.8

%
17
,2
39

19
.7

%
20
,3
54

18
.1

%

建
設
業

1,
52
1

-1
2.

1%
1,
27
7

-1
6.

0%
1,
62
4

27
.2

%
1,
95
2

20
.2

%
2,
27
3

16
.4

%

製
造
業

91
0

-1
1.

9%
1,
02
9

13
.1

%
1,
19
3

15
.9

%
1,
49
8

25
.6

%
1,
71
3

14
.4

%

情
報
通
信
業

26
3

13
.4

%
29
1

10
.6

%
36
7

26
.1

%
38
0

3.
5%

47
0

23
.7

%

卸
売
業
、
小
売
業

1,
52
6

3.
3%

1,
69
9

11
.3

%
1,
95
2

14
.9

%
2,
44
5

25
.3

%
2,
96
6

21
.3

%

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

1,
73
5

-3
.6

%
2,
08
4

20
.1

%
3,
02
8

45
.3

%
3,
93
3

29
.9

%
4,
72
0

20
.0

%

教
育
、
学
習
支
援
業

98
0

6.
6%

1,
14
6

16
.9

%
1,
19
4

4.
2%

1,
26
7

6.
1%

1,
33
6

5.
4%

医
療
、
福
祉

62
0

44
.5

%
80
1

29
.2

%
1,
00
9

26
.0

%
1,
33
8

32
.6

%
1,
66
6

24
.5

%

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

1,
12
6

3.
2%

1,
35
5

20
.3

%
1,
63
2

20
.4

%
1,
85
0

13
.4

%
2,
26
2

22
.3

%

そ
の
他

1,
81
7

-1
2.

4%
2,
04
7

12
.7

%
2,
40
7

17
.6

%
2,
57
6

7.
0%

2,
94
8

14
.4

%

注
１

：
 各

年
10

月
末

時
点

。

注
２

：
 産

業
分

類
は

、
日

本
標

準
産

業
分

類
（

令
和

５
年

７
月

改
定

）
に

対
応

し
て

い
る

。

令
和
７
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

令
和
６
年

19



［
参
考
-７
］
外
国
人
雇
用
事
業
所
数
・
外
国
人
労
働
者
数
（
地
域
別
）

（
単

位
：

所
、

人
）

事
業
所
数

対
前

年
増

加
率

外
国
人

労
働
者
数

対
前

年
増

加
率

事
業
所
数

対
前

年
増

加
率

外
国
人

労
働
者
数

対
前

年
増

加
率

事
業
所
数

対
前

年
増

加
率

外
国
人

労
働
者
数

対
前

年
増

加
率

3,
02
9

10
.1

%
14
,4
06

22
.8

%
3,
28
4

8.
4%

17
,2
39

19
.7

%
3,
69
7

12
.6

%
20
,3
54

18
.1

%

1
那

覇
公

共
職

業
安

定
所

1,
69
8

8.
2%

8,
45
0

22
.3

%
1,
80
1

6.
1%

10
,0
91

19
.4

%
2,
02
9

12
.7

%
11
,8
52

17
.5

%

2
沖

縄
公

共
職

業
安

定
所

91
6

9.
8%

4,
38
7

20
.6

%
1,
01
0

10
.3

%
5,
14
2

17
.2

%
1,
11
6

10
.5

%
6,
01
9

17
.1

%

3
名

護
公

共
職

業
安

定
所

17
3

16
.1

%
58
0

20
.1

%
18
4

6.
4%

71
9

24
.0

%
22
2

20
.7

%
91
9

27
.8

%

4
宮

古
公

共
職

業
安

定
所

10
2

25
.9

%
55
3

49
.1

%
11
8

15
.7

%
69
6

25
.9

%
13
8

16
.9

%
85
7

23
.1

%

5
八

重
山

公
共

職
業

安
定

所
14
0

19
.7

%
43
6

32
.9

%
17
1

22
.1

%
59
1

35
.6

%
19
2

12
.3

%
70
7

19
.6

%

注
：

 事
業

所
数

、
外

国
人

労
働

者
数

と
も

に
、

各
年

10
月

末
時

点
。

令
和
７
年

令
和
５
年

地
域
計

令
和
６
年

20



24時間、365日いつでも届出できます！
毎週日曜日22時～翌日（月曜日）８時の間は、

システムメンテナンスのためサービスを停止します。

ハローワークへの来所は不要です！

複数の外国人についてまとめて届出できます！

届出情報をインターネットで確認・修正できます！

LL040816外01

外国人を雇用する事業主の皆さまへ

外国人雇用状況届出書（様式第３号）による届出は
インターネットで登録できます

労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者
の雇入れ時と離職時に、在留資格などを、ハローワークへ届け出ることが義
務づけられています。

外国人雇用状況届出書（様式第３号）による届出は、ハローワークインター
ネットサービスの「外国人雇用状況届出システム」を利用するといつでも簡
単にできますので、ぜひご利用ください。

インターネットで届け出るメリット

以下のいずれかの方法でアクセスできます。
https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&scree
nId=001010

① インターネットで「外国人雇用状況届出システム」を検索する

② ハローワークインターネットサービス
（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/）

→ 「事業主の方」または「事業主の方へのサービスのご案内」

→ 事業主の方へのサービス「外国人雇用状況届出について」

→ 申請等をご利用の方へ「外国人雇用状況届出」

外国人雇用状況届出システムの「操作マニュアル」は、以下のページに掲載しています。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/gaikokujin_manual.pdf

外国人雇用状況届出システム 検索

➡ご利用方法 まずは「外国人雇用状況届出システム」へアクセス！

↓このバーナーが目印です

都道府県労働局・ハローワーク
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「外国人雇用状況届出システム」へアクセス
https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010

それぞれ次画面で必要事項を入力し「同意します」をクリック

▶ 入力したメールアドレスに仮登録メールが自動送信されるので、メールが届いたら開く

▶ ユーザ情報登録画面から必要事項（パスワードの設定を含む）を入力

▶ 「ユーザ情報登録」をクリック

▶ 次画面で登録内容を確認し「確定」をクリック

▶ 本登録完了

① ②

インターネットでの届出方法（ユーザーID登録）

「ユーザID新規登録」
をクリック

①
②

①雇用保険適用事業所番号をお持ちの場合
▶「雇用保険適用事業所からのユーザID仮登録」

➁雇用保険適用事業所番号をお持ちでない場合は
▶「雇用保険非適用事業所からのユーザID仮登録」

をそれぞれクリック

2



インターネットでの届出方法（届出内容の登録）

登録したユーザIDと
パスワードを入力して
「ログイン」を
クリック

「雇用情報メニュー」
をクリック

雇用情報新規登録画面で必要事項を入力

▶「外国人雇用情報新規登録」をクリック

▶ 次画面で「確定」をクリック

▶ 登録完了

「外国人雇用情報
新規登録」をクリック

「外国人雇用状況届出システム」へアクセス
https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010
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外国人雇用状況届出システムよくあるご質問

雇用保険被保険者となる外国人の場合は、雇用保険被保険者資格取得届または雇用
保険被保険者資格喪失届に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハロー
ワークに提出すると、外国人雇用状況の雇入れまたは離職の届出ができます。また、
e-Gov電子申請（https://www.e-gov.go.jp/）からも登録ができます。
その場合、外国人雇用状況システムからの届出は不要です。

質 問

これまでは外国人雇用状況届出書（様式第３号）の届出用紙を利用してハローワークで
届出を行っていました。今後はインターネットでの届出に変更したいです。
必要な手続きはありますか。

回 答

これまでに、外国人雇用状況届出書（様式第３号）、雇用保険被保険者資格取得届（様
式第２号）、雇用保険被保険者資格喪失届（様式第４号）の届出用紙を使って、一度
でもハローワークに外国人雇用状況の届出を行ったことのある事業主の方は、インター
ネット上からユーザIDとパスワードを取得することはできません。
お手数ですが、事業所を管轄するハローワークまでお問い合せください。

質 問

ユーザ ID、パスワード、メールアドレスがわからなくなりました。

回 答

管轄のハローワークまでお問い合わせください。
ハローワークで登録状況を確認します。

１ 申請方法について

２ ログイン情報の管理

質 問

社会保険労務士がインターネットで届出を行う場合の注意点について教えてください。

回 答

社会保険労務士の方も、事業主の方と同様に、インターネット上からユーザIDとパス
ワードを取得できます。登録時の担当者氏名欄に「社会保険労務士 ○○○○」と社会
保険労務士の名称を冠して氏名を記載してください。

３ 社会保険労務士による届出
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～外国人雇用労務管理のポイント～




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